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（厚生労働省健康局疾病対策課）  

（2）慢性疫病治療・ペインクリニックの臨床  

（順天堂大学病院 井関雅子先生）  

（3）運動器の慢性病を取り扱う視点から  

（愛知医科大学学際的痛みセンター 牛田享宏先生）  

（4）医療における慢性病の問題点  

（大阪大学大学院 柴田政彦先生）  

3 「慢性の痛み」をとりまく課題について  

1  慢性の痛みに関する検討会開催要綱（案）  

2  慢性の痛みをとりまく状況とこれまでの経緯について  

3  慢性療病治療・ペインクリニックの臨床  

4  運動器の慢性病を取り扱う視点から  

5  医療における慢性病の問題点  

6  慢性疾患対策の更なる充実に向けた検討会■検討概要   
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慢性の痛みに関する検討会 開催要綱（案）  

1．概要   

近年、人口構造や疾病構造の変化により、慢性疾患を対象とする対策の重要性が高  

まっている。こうした状況の中、これまで厚生労働省においては、生活習慣病や難治  

性疾患、腎疾患、リウマチ・アレルギー疾患等の対策が推進されてきた。しかしなが  

ら、必ずしも具体的な対策の対象となっていない慢性疾患も存在するため、本年「慢  

性疾患対策の更なる充実に向けた検討会」を実施し、その中で、系統的な取組がなさ  

れていない代表的疾患として、筋・骨格系及び結合組織の疾患等が挙げられたところ  

である。   

筋・骨格系及び結合組織の疾患を中心とする「慢性の痛み」を来す疾患は、疾病を  

有する者のQOLの著しい低下につながり、就労困難をまねくなど、社会的損失も大  

きい。   

以上のような背景及び問題意識のもと、「慢性の痛み」を取りまく課題を整理し、  

今後の対策のあり方に資するための検討を、厚生労働省健康局長の下、有識者の参集  
を求めて行う。  

2．検討事項  

（1）「慢性の痛み」をとりまく課題について  

（2）「慢性の痛み」対策の今後のあり方について  

（3）その他  

3．構成員   

別紙参照  

4．その他  

（1）検討会に座長を置く。  

（2）健康局長は、必要に応じ、構成員以外の有識者の参加を求めることができる。  

（3）検討会の事務局は厚生労働省健康局疾病対策課が務める。  

（4）本要綱に定めるもののほか、その他検討会の運営に関して必要な事項は、検討  

会において定める。   
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慢性の痛みをとりまく状況と  

これまでの経緯について  

厚生労働省健康局疾病対策課  

慢性疾患の更なる充実に向けた検討会  
＜検討概要抜粋＞  平成21年絹26日  
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○ 慢性疾患の中でも、系統的な取り組みがなされ   
ていない筋・骨格系及び結合組織の疾患、慢性   
閉塞性肺疾患（COPD）などについては、QOL向   
上に向けた支援などを求める患者ニーズにいか   

に応えていくかといった視点から、施策のあり方   
を検討していくことが重要である。  

○ 特に、受療頻度の高い疾患に共通する課題で   
ある慢性療病は、当該疾病を有する者のQO」に   
大きな影響を与えており、身体面、精神面及び   
社会面が複雑に関与しているため、診療科を超   
えた全人的なアプローチが求められる。  

2009／12／10  

慢性の痛みに関する検討会  

ZOO9／12／ユ0  
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本検討会での検討項目   

対象  

・慢性の痛み（がん性痔痛は除く）  

・筋骨格系および結合組織の疾患   

論点  

・慢性の痛みを取りまく課題を整理  

・今後の痛み診療に必要なこと   

20ウ⊆L′′ユ三ノノ10  

筋骨格系および結合組織の疾患と  

慢性の痛み  

三り〔、ヨ′り三ノ1つ  
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筋骨格系および結合組織の疾患と   

慢性の痛みに関するデータ  

一恵者調査と医療費－  

医療費（億円）薬剤等  

（人口10万人対）   
一平成20年患者調査－  一平成20年患者調査－   一平成19年国民医療費－   

筋骨格系および 結合組織の疾患  945．3※  740※   18，433   
推計外来患者数  受療率     （千人）    含む  

・推計患者数：調査日当日に、病院等で受診した患者の推計  
・受療率：推計患者数を人口10万対であらわした数  

疾病分類別では、筋骨格系および結合組織の疾患は、第2位   

一論文－   

86．6％  

ユ00；・／1Z／10  

書慢性療病保有者  

慢性療病非保有者  

・慢性療病保有率は13．4％、約17′000千人  

・痛みが和らいでいる人は22．4％、77．6％は不変  

服部政治、他：日本における慢性痙痛を保有する患者に関する大規模調査ペインクリニック2S：1541－1551′2004  
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ペインクリニックとは？  

（医学生、医療従事者に対する説明）  

◎ペインクリニックとは、「痛みの治療を通して、療病生理や薬理   

学を学ぶ、さらに、痛みによって変化する人間の行動心理や、   

痔痛疾患が社会に及ぼす影響を学ぶ」部門である。  

¢治療対象   

●非がん痔痛   
●がん痔痛  

○ペインクリニックで施行する痛みの治療   
●薬物療法   

●神経ブロック療法（1種のターゲット療法）  

認知療法  

扁  ’‾「1子．】   



ペインクリニックでの治療疾患  

藩 ペインクリニックでの治療対象になり難い痛み   

●原疾患の治療が痛みの緩和につながる疾患   

胃潰瘍 胆石 尿管結石 →治療薬または手術  

ペインクリニックでの治療が主となる疾患   

●原疾患の根治治療が困難な痛み  

がんに伴う痛み  

膠原病に伴う血管炎や末梢循環障害の痛み   

●痛みの治療＝原疾患の治療となる痛み  

三叉神経痛  

脊椎疾患（頸椎 腰椎）  

頭痛   

●痛みだけが残っている病態  

帯状癌疹後神経痛  
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2008年1～11月  

本院ペインクリニック非透視下神経ブロック  
n＝15625  

誠硬膜外ブロック  

■星状神経節ブロック  

トリガーポイント  

温三叉神経末梢枝  
■三叉上下顎神経  
遥後頭神経  

I関節内注入  
傍脊椎ブロック  

滋肩甲上神経   

浅・深頚叢   

肋間神経   

くも旗下フェノール   

ボトックス  

2008年1～11月まで  
本院ペインタノニック透視下／（超音波下）神経ブロッ  

ク  
n＝706  

温腰部神経根  
■胸部神経根   

頚部神経根  
払腰部交感神経（破壊）  

■腰部交感神経（局）  

諷FacetB  

■Facet高周波熟凝固  

惑仙骨l造影  

hエコー腕神経叢   

X－P腕神経叢   

大腰筋溝   
腹腔神経叢（局）  

腹腔神経叢（破壊）  

関脊髄刺激トライアル  
空軍脊髄刺激電極埋め込み   

エビドラスコピー  
■透視下硬膜外カテ入れ  
紆不対神経節  
迩〈も旗下ポート埋め込み  
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慢性疫病治療を考えるとき＝1  

古典的な慢性痔痛の概念  

●痛み行動  

●うつ状態  

憲  

行  丁動認知療法  

行  

経   

苦悩→療病行動といった情緒がクローズアップされる慢性  

痛ばかりではない。  

音更知覚神経機構そのものの悪循環が生じている痛みや、  
状が継続している痛みもある。：身体  

実際の臨床からみた慢性痔痛とは？   

慢性痔痛のパターン  

1．急性痛が遷延して／移行して慢性痔痛となった痛み   

2．病期の進行に伴い、必然的に継続した痛みを有する疾患   
3．緩解と増悪をくりかえす痛み   

4．適切な痔痛緩和治療がされていないために継続している  
痛み   

疾患具体例  

1t帯状癌疹→癌疹後神経痛  術後や骨折・外傷後痛   
2．糖尿病性ニューロパテー ASO  
3．関節リウマチ 膠原病 脊椎疾患 変形性膝関節症  
4．さまざまなものが該当する場合がある  
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（慢性）痔痛治療にとって大切なこと  

患者にとって一番適切なアプローチを行うこと。  

●同疾患でも、患者によって一番適切と考えられる治療法が異なる。  

●同患者でも、時期（病期や症状）によって一番適切と考えられる   
治療法が異なる。  

患者に最良の療病緩和が提供できるように心がけること。  

●種々の治療を組み合わせることが効果的である場合もある。  

薬物療法／神経ブロック療法／理学療法／心理療法などの組み  

合わせ  

●様々な診療科や医療従事者の協力が有効な場合もある。   

依頼科2ペインクリニック  

ンクリニック右±痔痛関連分野  

に、有効性を高める。   連携して治療にあたる。  

・疾患別治療法（同一疾患  

・物理療法／運動療法／作業療法   
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運動器の慢性痛を取り扱う視点から  

愛知医科大学 学際的痛みセンター  

牛田 享宏   



女 性  

2  
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長く続く腰痛の大きな原因と考えられる  

変形性脊椎症を例にみてみると  

1．NSAIDsや筋弛緩剤は有効であるが痛みやADL向上の面か   
ら見るとまだまだ不十分   

2．物理療法、理学療法は一時的（数時間～一日）は良いが直ぐ   
に元に戻る   

3．手術療法は一部の腰痛や神経障害のある患者には有効であ   
るが、腰痛だけの患者には原則的には有効性が乏しい   

慢性腰痛は人口が多いにも関わらず、  
現在の治療体系では良くならないことが多い  

小侵襲外科治療などを含めた  

新しい医療の構築が望まれる  
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慢性疾患対策の更なる充実に向けた検討会  

検討概要  

性疾患  1．国民生活と   

○ 我が国の平均寿命は、特に女性では昭和59年から今日に至るまで世界一の平   

均寿命を誇るなど、国民全体の努力や高い教育・経済水準、保健・医療水準に支   

えられ、世界でも有数の水準を示している。一方、疾病構造は、感染症などの急性   

疾患からがんや循環器病などの生活習慣病をはじめとした慢性疾患へと大きく変   

化してきている。  

○ その結果、慢性疾患に羅患したりそのリスクの高まった状態に陥ることは、多くの   

国民が経験する身近な状況となった。このため、国民から日常生活における健康   

管理を始め、病状のさまざまな段階に応じた総合的な対策を図ることが求められる   

ようになった。  

○ 慢性疾患の予防に対する取組としては、国民の自由な意思決定に基づく健康づ   

くりに関する意識の向上及び取組を促すことを趣旨とする「21世紀における国民   

健康づくり運動（健康日本21）」等が進められている。  

○ 平成19年国民生活基礎調査において、頻度の高い自覚症状のうち痛みの症状  

（腰痛、肩こり、関節痛、頭痛）は上位を占めており、国民の多くが慢性的な痛みを   

抱えているといえる。慢性疾患を有しながら暮らしていくことは、長い人生を通じて   

生活の質（QOL）の低下を招き、大きな問題となっている。  

01998年から2か年の全米調査によると、米国においては、程度の高い慢性病に   

悩む患者が成人人口の9％を上回っており、無効な治療や何人もの医師を巡り歩く   

ことなどによる医療資源の浪費、痛みのために就労困難などによる社会的損失は   

年間約650億ドル（約8兆円：1ドル123円換算）に上ると推計されたことから、20   

00年に米国議会は「痛みの10年」宣言を採択し、痛みの評価や治療基準の作成、   

痛みを見直す国民週間の設定など、総合的な対策を講じているところである。  
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○ 世界的に見ても、心血管系疾患、がん、慢性呼吸器疾患、糖尿病などの非感染   

性疾患（NCD）の全世界における死因別の死亡割合は、2008年現在、約60％を   

占めており、今後10年間でさらに77％程度まで増加するとの予測がなされている   

ことから、世界保健機関（WHO）では世界行動計画（2008年～2013年）を策定し、   

全世界的にNCDの予防と管理を行う政策を立案し実施しているところである。  

○ 慢性疾患の中でも、糖尿病、高血圧、がん、心疾患、脳血管疾患などの生活習   

慣病は、国民医療費の約3割を占め、また死亡数割合では約6割を占める。  

○ しかしながら、慢性疾患は、その種類が極めて多いことから、それぞれの疾患に   

伴う支援ニーズは多様であり、すべての疾患への対策を一度に講じることは容易   

ではないということも事実である。  

2．施策の現況  

○ 慢性疾患の有無に関わらず、すべての疾患をカバーする医療制度としては、医   

療保険制度（国民皆保険制度）がある。また、介護ニーズに対しては、年齢等の一   

定の制限はあるが、介護保険制度が利用可能な制度である。   

特に高額な支払いを必要とする場合には、高額療養費や特定疾患治療研究事   

業等の制度を利用することなどにより、支援を受けることが可能である。  

○ 慢性疾患に対する施策の関わり方の観点から疾患領域ごとの施策をみてみると、   

施策としての取組がある程度進んでいる疾患領域と、そうではない領域とがある。   

がん、糖尿病、心疾患などの生活習慣病や難治性疾患、腎疾患、免疫アレルギー   

疾患などの疾患における対策は比較的進んでいる一方、筋骨格系及び結合組織   

の疾患、慢性閉塞性肺疾患（COPD）などについては、現在のところ、系統的な施策   

はほとんど行われていない。  

○ 慢性疾患対策を考える上で、受療頻度の高い疾患に共通する課題として「慢性   

療病」が挙げられ、当該疾病を有する者のQOLに大きな影響を与えている。慢性   

化した痛みの診断・治療は容易ではなく、身体面、精神面、社会面からの全人的な   

アプローチが必要である。  
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早．慢性疾患の全体像の傭轍  

○ 慢性疾患の全体像の中での重要分野（疾患や問題となる領域）を明らかにすると   

ともに、それらに対してこれまでにとられてきた施策の有無や施策の濃淡も十分に   

考慮に入れて、それぞれの施策の重要性と現実の取組状況との間の差にも留意   

していく必要がある。  

○ 死亡原因に占める割合、受療状況、医療費における割合等に加えて、QOL（障害   

調整生存年（DALY）や質調整生存年（QALY）からの推計の検討も含む）を加味し   

た指標等、様々な角度から対策の重要性の程度と、対策の現況を勘案しながら、   

特に当面、施策の充実に力を入れていくべき重点分野について、系統立てて総合   

的に検討していくことが望まれる。  

○ また、例えば対象となる疾患についての検討を適宜行い、今後の重点領域に対   

する問題意識を関係者全員が共有しつつ、患者においては、医療の限界や不確   

実性を納得した上で安心して支援が受けられるよう、慢性疾患対策の更なる充実   

を図っていくことも、一つの方法と考えられる。  

4．体系的な施策展開の必要性  

○ 重要分野で既存の施策が存在する領域についても、日々施策の更なる充実につ   

いて検討するという姿勢が必要である。  

○ 重要分野と考えられるものの、取組が系統的になされていない領域については、   

当該分野に関する情報へのアクセスや疾患を有する者のQOLの向上に向けた支   

援などを求めるニーズにいかに応えていくかといった視点から、施策の在り方を検   

討していくことが必要である。  

○ 施策の在り方を検討する際には、科学的な裏付け・根拠（エビデンス）や国際的な   

施策動向も視野に入れることに加え、施策の評価という観点も重視していくことが   

必要である。  
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○ また、エビデンスに基づく支援と実際に行われている支援との間には開きがある   

という点も、今後の対策の一層の充実を検討していく上での視点として必要であ   

る。  

l O そして、様々な関係者や地域における連携一協力、特に既存の社会1医療資源の   
活用も広く視野に入れながら、国民や地域住民自身の参画を得て、慢性疾患と向   

き合う患者を家族、医療機関、患者会、学校、行政、メディア、NPO、企業など、多   

種多様な関係者、関係機関が地域において主体的に関与することにより社会全体   

で患者を支え、患者の立場に立った施策を充実し、推進していくという視点も必要   

である。  

○ このような様々な視点を踏まえた検討の結果、一次予防から疾患の早期発見、   

適切な治療、合併症の予防までの一連の支援方策を、科学的根拠に基づきながら   

推進する今後の先進事例となるような支援モデル体系を具体的に示すことが必要   

である。  

○ また、国民における慢性疾患の予防から治療、合併症対策に至るまでの全体の   

水準を高めていくことが重要であり、その一環として、患者が自ら取り組むことので   

きる内容を記したガイドライン等により、患者や患者を支える周囲が主体的に正し   

い知識や動機付けを持って行動できるように支援していくことも必要である。  

5．対糎領域の具体例  

○慢性疾患のうち、筋骨格系及び結合組織の疾患、慢性閉塞性肺疾患（COPD）な   

どの疾患に対しての系続的な施策は、現在のところ、ほとんど行われておらず、今   

後は、これらの分野における疾患対策の充実について、幅広く検討されるべきであ   

る。  

○ 慢性疾患のなかでも、筋骨格系及び結合組織の疾患をはじめとする慢性療病を   

来す疾患においては受療頻度が高く、当該疾病を有する者のQO」に大きな影響   

を与え、疾病に係る負担が大きいことから、今後は、この分野における対策の充実   

に係る十分な検討が行なわれるべきである。   



6．まとめ  

○ 多くの国民が経験する身近な疾患となった慢性疾患については、日常生活にお   

ける健康管理を始め、病状の段階に応じた総合的な対策の必要性が増大してきて   

いる。  

○ 慢性疾患については、その発症予防から合併症対策に至るまでの一連の過程に   

おいて、総合的な視点に立ち慢性疾患の予防に資する知識の一層の普及啓発や   

提供される保健医療サービスの質を高める努力を行っていくとともに、慢性疾患と   

向き合う患者を家族、医療機関、患者会、学校、行政、メディア、NPO、企業など、   

多種多様な関係者、関係機関が地域において主体的に関与することにより社会全   

体で支えていくことが求められており、国としても、それぞれの関係者の役割が明   

確になるような体系づくりなど、基盤となる環境の整備を強力に推進していくことが   

重要である。  

○ 慢性疾患の中でも、系統的な取り組みがなされていない筋・骨格系及び結合組   

織の疾患、慢性閉塞性肺疾患（COPD）などについては、QOL向上に向けた支援   

などを求める患者ニーズにいかに応えていくかといった視点から、施策のあり方を   

検討していくことが重要である。  

○ 特に、受療頻度の高い疾患に共通する課題である慢性療病は、当該疾病を有す   

る者のQO」に大きな影響を与えており、身体面、精神面及び社会面が複雑に関与   

しているため、診療科を超えた全人的なアプローチが求められる。  

○ また、糖尿病など既存の施策の対象となっている慢性疾患においても、その重症   

化や合併症によりQO」の低下や死亡につながることが多いことにかんがみ、これ   

らの疾患に対する効率的・効果的な啓発・普及活動を一層推進し、健診の受診率   

の向上に努めるとともに、関係医療機関等の連携をよリー層促進させていくことな   

どが今後とも必要である。  

○ 以上のような視点や認識に基づき、今後速やかに、より重点対象とすべき疾患分   

野や施策対象とすべき領域ごとに、それぞれの特徴に配慮した詳細な検討が引き  
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続き行われる必要がある。   

そして、多様な慢性疾患を有する患者の様々なニーズによりきめ細かく応じるこ  

とができるよう、対策の更なる充実に向けた支援体制を構築し、患者が主体となる  

慢性疾患対策に社会全体で取り組む意識の醸成とその基盤づくりが積極的に推  

進されることを望む。  
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